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神奈川県委託社会的養護自立支援拠点事業

運営法人：社会福祉法人白十字会林間学校
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社 会 的 養 護 自 立 支 援 事 業 の 実 施 イ メ ー ジ

①支援コーディネーター（全体を統括）

＜児童相談所等＞

※ 児童の措置解除前に、支援担当者会議を開催し、退所後の生活等を考慮した継続支援計画を作成
※ 関係機関と連携しながら、継続支援計画に基づく支援状況を把握し、生活状況の変化などに応じて計
画を見直し

措
置
解
除

22
歳

②生活相談支援担当職員（生活相談支援）

③就労相談支援担当職員（就労相談支援）

⑥住居費支援（里親・施設の住居費費を支援）
⑦生活費支援（大学進学者等の生活費を支援）
⑧学習費等支援（進学希望者の学習塾費等を支援）

＜民間団体への委託等＞

（引き続き施設等に居住する児童）

※ 家庭復帰・自立した者の家賃・生活費については、「自立支
援資金貸付事業」の活用が可能

※ 措置解除後も特に支援の必要性が高く、施設等において居
住の場を提供する場合、措置費に準じて居住費等を支給。

※ 居住、家庭、交友関係・将来への不安等に関する生活上の相談支援
※ 対象者が気軽に集まる場を提供する等の自助グループ活動の育成支援

※ 安定した退所後の生活を確保するため、退所後の一人暮らし体験の支援 等

※ 雇用先となる職場の開拓 ・就職面接等のアドバイス
※ 事業主からの相談対応を含む就職後のフォローアップ 等

対象者の状況に応じて必要な支援を実施

⇒ 自助グループが特定日に児童養護施設等に赴いて入所児童の自立に
向けた相談支援を行う場合に必要となる経費を補助

（家庭復帰又は自立した児童）

④嘱託医等（医療連携支援）
※ 嘱託医等と契約するなど、医療的な支援が必要な者に対する支援を行う

※ 弁護士等と契約し、法律相談が必要となるケース（金銭・契約トラブル等）への
対応を行う

⑤弁護士等（法律相談支援）

※措置費による自立支援

○進学・就職等の自立支援や
退所後のアフターケアを担う
職員を配置し、退所前後の
自立に向けた支援を拡充
【令和２年度～】

【１か所当たり約580万円】

○就職の際に必要な被服類等や
大学進学等の際に必要な学用
品等の購入費等の支援
【児童１人当たり最大約28万円】

※引用 国説明資料



/47

① 生活相談・就労相談

② 法律相談

③ 医療連携支援

① 生活相談・就労相談

湘南地域

あ
す
な
ろ
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の

サ
テ
ラ
イ
ト
と
な
る
相
談
室

県央地域

１ 身近な地域での
相談を求める若者
の声

２ 一時的な居所を
必要とする者の
増加

既設 新設＋機能拡充

② 法律相談

③ 医療連携支援

④ 居住機能を新設（１室）
・サテライトで緊急避難的な居所を提供
・毎年10件程度発生する居住喪失（可能性）に
伴う相談に対応

令和５年度からのあすなろサポートステーション事業

あ
す
な
ろ
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

※引用 県説明資料





令和３年度 退所後ケアの実施

①相談者属性

退所者（1,671名）
55%

入所児（74名）
2%

施設職員（575名）

19%

関係機関（528名）

17%

他支援者（84名）
3%

その他（128名）
4%

延べ３，０６０名

実人数２８６名

退所者（1,671名）

入所児（74名）

施設職員（575名）

関係機関（528名）

他支援者（84名）

その他（128名）

②相談方法

来所(275名）
9%

訪問（334名）
11%

電話（1,173名）
38%

メール等（1,185名）
39%

同行（103名）
3%

延べ３，０６０名

来所(275名） 訪問（334名） 電話（1,173名）

メール等（1,185名） 同行（103名）



仕事(909)
15%

住居(689)
12%

家計(612)
10%

日常生活(1,179)
20%

障害(492)
8%

法律(192)
3%

教育・資格(237)
4%

家庭・育児(246)
4%

健康(359)
6%

精神的不安(623)
10%

生い立ち(83)
1%

人間関係(229)
4%

その他(201)
3%

のべ6,051件

のべ3,060名

仕事(909) 住居(689)

家計(612) 日常生活(1,179)

障害(492) 法律(192)

教育・資格(237) 家庭・育児(246)

健康(359) 精神的不安(623)

生い立ち(83) 人間関係(229)

その他(201)

③ケア種別



【目的】 

児童養護施設で暮らしてきた若者には、さま
ざまな理由で住居を確保することが困難な場 

合があります。「臼井伸二未来へつなぐ基金
〜児童養護施設出身者の住居確保支援〜」
は、 神奈川県横須賀市・藤沢市の児童養護

施設を退所予定または退所した者に、賃貸住
宅への 入居に必要な住宅費用を給付します。

施設を退所して進学や就職したり、寮付きや
住み込 みの仕事を離職したりした際に、自立

の生活拠点を築くはじめの一歩を後押しして、
それ ぞれが目指す道へ進むための手助けと
なることを願います。 

住居確保のための助成金①



１ 事業趣旨 

生活困窮その他の困難を抱える若者に対して、登録団
体を通じて社会に巣立つためのチャレンジ を支援する
ことを目的とします。

２ 対象
① 生活困窮世帯等（生活保護世帯・ひとり親世帯含む） 
② ケアリーバー 
③ 被虐待経験者
④ 不登校・ひきこもり 
⑤ ケアラー・ヤングケアラー
⑥ その他進学・就職・居住に関して困難を抱える者 

３．一人暮らしの費用
アパート契約の初期費用 25,000 円 敷金・礼金・家具・
家電等

住居確保のための助成金②
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